
個別の政策分野の動向
～「身近な地域で支え合うしくみの構築」

（健康福祉）～
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本資料の位置づけ・構成

本資料の位置づけ

本資料は、本市の新しい総合計画策定のための基礎的な資料として、個別の政策
分野の動向のうち保健・医療・福祉分野について、以下の６項目で各種データを用い
て示した、現状と課題である。

本資料の構成
０．「川崎らしい都市型の地域包括ケアシステム」の構築 ３．保健・医療

①主体的な健康づくりと生活習慣の改善
１．高齢者福祉 ②生活習慣病の予防対策
①高齢者人口の増加の見込み ③がん検診の受診率の推移
②世界に類を見ないスピードの高齢化 ④医療給付費と被保険者数の推移
③ひとり暮らし高齢者や高齢者夫婦世帯数の推移 ⑤伸びる平均寿命と健康寿命の延伸に向けて
④ 75歳未満の高齢者の9割以上は日常生活が自立 ⑥救急搬送に占める高齢者の割合
⑤高齢者の就労状況と就労意欲 ⑦周産期医療
⑥高齢者が地域活動等を行うために必要な条件 ⑧ 医療供給体制
⑦介護保険給付費と介護保険料の推移 ⑨ 看護師等の確保
⑧要支援・要介護認定者数の推移
⑨高齢者の住まいの状況 ４．生活保護・生活困窮者支援
⑩特別養護老人ホーム入所希望者数と整備数 ①生活保護世帯と保護費の推移
⑪要介護者・高齢者の居住希望 ②生活保護費と医療扶助費の推移
⑫高齢者が介護を受けたい場所と最期を迎えたい場所 ③ 中学生への学習支援～貧困の連鎖対策～
⑬死亡場所別の死亡者内訳 ④生活困窮者支援
⑭認知症高齢者数の推計
⑮介護人材の確保 ５．地域福祉

①若い世代との交流への参加意向と交流のための必要条件
２．障害者福祉 ② 保健や福祉に関する情報の入手先
①障害児・者の推移 ③地域福祉のために市民が取り組むべきこと
②障害者総合支援法のサービス体系
③ 障害者の雇用・就労の促進 ６．予算の推移
④特別支援学校卒業生の進路 ①本市予算に占める健康福祉費の割合と推移
⑤障害福祉サービスの利用状況 ②健康福祉費の推移

⑥重度障害者の増加 ③健康福祉費（一般財源）の推移

⑦高齢化する障害者 ④健康福祉局（特別会計）の推移
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０．「川崎らしい都市型の地域包括ケアシステム」の構築

地域包括ケアシステムの構成要素と「自助・互助・共助・公助」

超高齢者社会に向け、本市においても高齢者・障害者などが可能な限り住み慣れた地域
で生活が継続できるような包括的な支援・サービス提供体制の構築が求められている。

資料：厚生労働省ＨＰ
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１．高齢者福祉①

高齢者人口の増加の見込み

本市人口は、今後15年は増加を続け、平成42年の152.2万人をピークに、その後減少に転じ
る。一方、高齢者人口は増加を続け、平成62年に最大で49.8万人になると推計している。

出典：川崎市将来人口推計

約３０年後には
３人に１人が高齢者

「現役世代１．７人で
１人の高齢者を支える」

約１５年後には
人口が減少

「現役世代２．７人で
１人の高齢者を支える」

約１０年後には
団塊の世代が75歳以上

「現役世代２．９人で
１人の高齢者を支える」

推計
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１．高齢者福祉②

世界に類を見ないスピードの高齢化

【高齢化率】

７％超⇒高齢化社会
１４％超⇒高齢社会
２１％超⇒超高齢社会

我が国の高齢化は、世界に類を見ないスピードで進行しており、今後は、特に、本市を含
む大都市において、全国を上回る速度で高齢化が進行することが見込まれている。

（年）

（H12） （H42） （H72）

（年）

（H12） （H42） （H72）

出典：内閣府ＨＰ

資料：UN,World Population Prospects:The 2010 Revision
ただし日本は、2010年までは総務省「国勢調査」、2015年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口
(平成24年1月推計)」の出生中位・死亡中位仮定による推計結果による。

(注)先進地域とは、北部アメリカ、日本、ヨーロッパ、オーストラリア及びニュージーランドからなる地域をいう。
開発途上地域とはアフリカ,アジア(日本を除く),中南米,メラネシア,ミクロネシア及びポリネシアからなる地域をいう。

（S25） （S25）
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１．高齢者福祉③

ひとり暮らし高齢者や高齢者夫婦世帯数の推移

高齢者人口が増加するなか、一人暮らしや夫婦のみの高齢者世帯も増加しており、今後、
ひとり暮らし高齢者の生活支援や「老老介護」などへの支援が必要となる。

資料：平成２２年国勢調査結果
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２０年で約３．５倍
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１．高齢者福祉④

７５歳未満の高齢者の９割以上は日常生活が自立

６５～７４歳の高齢者のうち、９割以上は日常生活が自立しているが、７５歳以上になると要
介護・要支援認定を受ける高齢者は約３割となっている。

＜高齢者人口に占める要介護・要支援高齢者の状況（平成２５年７月１日現在）＞

出典：川崎市高齢者実態調査（平成２５年）

要介護

・要支援

認定者

6,728人
（4.8%）

その他の

高齢者

133,021人
（ 95.2%）

６５～７４歳の高齢者の状況

要介護

・要支援

認定者

36,384人
（31.2%）

その他の

高齢者

80,264人
（68.8%）

７5歳以上の高齢者の状況
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１．高齢者福祉⑤

高齢者の就労状況と就労意欲

要介護・要支援認定を受けていない日常生活が自立した高齢者のうち、概ね４人に１人は
収入のある仕事をしており、４割以上が今後も仕事をしたい（続けたい）と希望している。

26.7 71.1

2.2

0 20 40 60 80 100
（％）

高齢者の収入を伴う就労の状況

仕事をしている 仕事をしていない 無回答

23.9

34.6

26.3

16.7

22.8

28.3

24.4

22.5

44.3

31.8

41.8

49.1

9.0 

5.3 

7.5 

11.7 

0 20 40 60 80 100

全体

６５～６９歳

７０～７４歳

７５～７９歳

（％）

高齢者の今後の就労意欲

仕事をしたい（続けたい） 都合のつく時のみ、仕事をしたい（続けたい） 仕事をしたくない 無回答

出典：川崎市高齢者実態調査（平成２５年）

４６．７％

６２．９％

５０．７％

３９．２％

年齢層が上が
るごとに就労意
欲の割合は低
下していく。

概ね、４人に１人（26.7%）が
収入のある仕事をしている。

ｎ=2,522

ｎ=2,522
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１．高齢者福祉⑥

高齢者が地域活動等を行うために必要な条件

高齢者が、ボランティア活動等の地域活動に参加する条件としては、「自分自身が健康で
あること」や「一緒に活動する仲間がいること」などの理由が多くなっている。

出典：平成２５年度 高齢者の地域社会への参加に関する意識調査（内閣府）

＜地域活動を行うために最も必要な条件＞
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１．高齢者福祉⑦

介護保険給付費と介護保険料の推移

高齢化の進行による介護保険サービス利用者数の増加などに伴い、介護保険給付費や
介護保険料が上昇している。

720億円

1,131億円
1,344億円

1,641億円

2,080億円

35,430円
38,550円

48,390円 48,390円

60,170円
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30,000円

40,000円

50,000円

60,000円

第１期

１２～1４年度
第２期

１５～１７年度

第３期

１８～２０年度

第４期

２１～２３年度

第５期

２４～２６年度

給付費 第１ 被保 者

介護保 料基準額（年額）
資料：健康福祉局調べ

※給付費：第１期～第４期は決算、第５期は計画値

月額４,０３３円

月額５,０１４円

給付費は約２．９倍

月額３,２１３円

月額４,０３３円

月額２,９５０円

保険料は
約１．７倍
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１．高齢者福祉⑧

要支援・要介護認定者数の推移

要支援・要介護認定者は、介護保険スタート時（平成12年度）から一貫して増加傾向にあ
り、その数は約２．９倍増加しており、今後も高齢者が増加する中、介護を必要としないよう
に介護予防を促進するとともに、介護度の維持・改善に向けた取組を進めることが重要と
なる。
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出典：介護保険事業報告（年報）（各年度末）

この１０年で２．９倍
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１．高齢者福祉⑨

高齢者の住まいの状況

要支援・要介護認定者のうち、約４分の３は自宅で生活しており、今後、高齢者が増加して
いくなか、介護が必要な自宅で暮らす高齢者や家族を支える仕組みが必要となる。

要支援・要介護者は
４分の３は自宅で生活

要支援・要介護認定者の住まい 「介護施設等」内訳
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１．高齢者福祉⑩

特別養護老人ホームは平成２０年度末からの６年間で約１，５００人の定員増をしており、
なるべく早く入所したい人は、約３，９００人となっている。

６年間に約１,５００人の定員増

出典：健康福祉局調べ

平成２１年４月平成２２年４月平成２３年４月平成２４年４月平成２５年４月平成２６年４月
平成２６年１０

月

なるべく早く入所したい４，０６７人 ４，２４６人 ４，５０５人 ４，１４２人 ３，９１５人 ３，５５１人 ３，９２５人

い ず れ 入 所 し た い１，０６７人 １，１２４人 １，２２６人 １，４５３人 １，４１３人 １，３７６人 １，４４４人

合 計 ５，１３４人 ５，３８６人 ５，７３１人 ５，５９５人 ５，３２８人 ４，９２７人 ５，３６９人

特別養護老人ホーム入所希望者

特別養護老人ホーム整備数

平成２０年度末 平成２１年度末 平成２２年度末 平成２３年度末 平成２４年度末 平成２５年度末 平成２７年１月

定 員 数 ２，５７８人 ２，５８６人 ２，９６４人 ３，２０２人 ３，２０２人 ３，８１５人 ４，１０８人

特別養護老人ホーム入所希望者数と整備数
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１．高齢者福祉⑪

要介護者・高齢者の居住希望

要介護者・要支援認定者の約６割は、介護サービスや自宅での介護を受けながら自宅で
暮らすことを希望しており、自宅で安心して暮らせる仕組みをつくる必要がある。

資料：川崎市高齢者実態調査（平成２５年１２月）
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主に介護

サービスを

利用して、
自宅で

暮らしたい

主に

家族の介護

を受けながら、
自宅で

暮らしたい

特別養護老人

ホームなどの

介護施設に
入りたい

少人数で

生活できる

介護つき
ホーム（住宅）

で暮らしたい

民間の

介護つき

有料老人
ホーム

に入りたい

病院に

入院したい

その他 わからない 無回答

50.2

63.5

-14-



１．高齢者福祉⑫

高齢者が介護を受けたい場所と最期を迎えたい場所

自宅で介護を受けたいと希望する高齢者は、男性で４割、女性で３割が答えており、自宅
で最期を迎えたいと答えた高齢者はどの年齢層でも５割を超えている。

＜介護を受けたい場所＞ ＜最期を迎えたい場所＞

出典：高齢社会白書
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１．高齢者福祉⑬

死亡場所別の死亡者内訳

最期に医療機関等で亡くなる方の割合は、死亡者総数の約８割となっており、年々増えて
いる。今後の高齢者人口の増加から、看取りまでの住まい方を考える必要がある。

出典：川崎市健康福祉年報

医療機関等

7,397 人

介護老人

保健施設

85人

老人ホーム

432人
自宅

1,557人

その他

245人

死亡場所別の死亡数（平成24年）

９，７１６人

最期に医療機関で亡くなる方は
約８割
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１．高齢者福祉⑭

認知症高齢者数の推計

認知症高齢者は、今後も増加することが見込まれており、住み慣れた地域で暮らし続ける
ことができる医療と介護の連携や地域の仕組みづくりを考える必要がある。

平成22（2010）年の 「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ（※）以上の高齢者数は 280万人
※本推計では、要介護認定申請を行っていない認知症高齢者は含まれない
※日常生活自立度Ⅱとは、日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが多少見られても、誰かが注
意すれば自立できる状態

将来推計
平成22年
（2010）

平成27年
（2015）

平成32年
（2020）

平成37年
（2025年）

認知症生活

自立度Ⅱ以
上

22,500 29,900 36,500 43,600

9.5% 10.2% 11.3% 12.8%

【日本全体の将来推計】

【川崎市の将来推計】

単位：万人

単位：人

※下段は６５歳以上人口に対する比率

※下段は６５歳以上人口に対する比率

（厚生労働省ＨＰより抜粋）

出典：川崎市の将来人口推計に国の認知症高齢者割合を乗じて算出

１５年後には１．９倍
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１．高齢者福祉⑮

介護人材の確保

高齢化の進行に伴い、今後も介護サービス需要の増大が見込まれる中、介護人材（介護
福祉士など）の確保対策・定着支援を進める必要がある。

約３６０万人
以上が必要

介護職員の
離職率は
低下傾向だが
全体を上回る
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１．高齢者福祉 要点

高齢者が増加するなか、ひとり暮らしや夫婦のみの高齢者世帯も増加が見込ま

れ、生活・介護などへの支援が必要である。

要支援・要介護者数が増加する中、介護保険給付費や保険料の上昇も見込まれ

ており、介護予防や介護度維持・改善に向けた取組を進めていく必要がある。

特別養護老人ホームは平成２０年度末からの６年間で約１，５００人の定員増

をしており、なるべく早く入所したい人は、約３，９００人となっている。

特別養護老人ホームの整備は進められているものの、要支援・要介護者の約４分の

３が自宅で暮らしており、本人の希望に応じ、介護から看取りまで、自宅で安心

して暮らし続けることができる仕組みづくりが求められる。

認知症高齢者は、今後も増加が見込まれており、住み慣れた地域で暮らし続ける

ため、医療と介護の対応力の向上と地域の仕組みづくりが必要となる。

高齢化の進展に伴い、介護需要は今後も増大していくことが見込まれており、

介護人材の確保・定着支援が必要である。
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２．障害者福祉①

障害児・者数の推移

障害児・者数は、年々増加傾向にあり、この１０年間で約１．５倍に増えており、障害児・者
の自立に向けた就労支援や自宅で暮らす生活支援の仕組みづくりを考える必要がある。

26,515 27,667 28,937 30,047 31,142 32,153 32,898 33,993 34,762 35,685 

5,132 5,483 5,811 6,098 6,425 6,803 7,200 7,542 7,867 8,207 

3,621 
4,330 4,415 4,996 5,602 6,081 6,856 

7,569 8,188 8,843 

35,268 
37,480 39,163 41,141 43,169 45,037 

46,954 49,104 50,817 52,735 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

（人）
障害児・者の推移 身体 知的 精神

出典：川崎市健康福祉年報、健康福祉局調べ
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２．障害者福祉②

障害者総合支援法のサービス体系

障害児・者の日常生活や社会生活を総合的に支援するため、障害の程度や状況に応じた
各種障害福祉サービスの総合的な提供を図っていく必要ある。

資料：平成２５年度ふれあい
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２．障害者福祉③

障害者の雇用と就労の促進

民間企業の障害者実雇用率は増加傾向にあるが、国の法定雇用率を下回る状況にあり、
障害者の働く意欲を実現できる「障害者雇用・就労促進」に向けた取組が必要である。

出典：川崎市障害者雇用・就労促進行動計画

法定雇用率は、1.8% 2.0%に引き上げ
（民間企業、平成25年4月1日）

2,367 
2,558 

3,256 3,441 3,586 3,631 

1.57 

1.65 1.66 
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1.73 
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1.80
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2,500
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4,000

平成２０年 平成２１年 平成２２年 平成２３年 平成２４年 平成２５年

（％）（人）

企業における障害者雇用数と実雇用率の推移

障害者雇用数 市管区内実雇用率
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２．障害者福祉④

特別支援学校卒業生の進路

特別支援学校を卒業して一般就労する割合が約４分の１、就労支援を受ける割合が４分
の１となっており、さらなる就労に向けた支援を推進していく必要がある。

資料「川崎市障害者雇用・就労促進行動計画」

特別支援学校の卒業生の「その他」
約７０～８０名は「生活介護」を利用
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２．障害者福祉⑤

障害福祉サービスの利用状況

就労支援サービスの利用者は年々増加傾向にある一方で、排泄や食事などに介護を必要
とする生活介護サービスの利用者も増加しており、多様な日中活動の支援が求められる。

資料：健康福祉局調べ

生活介護⇒創作・生産活動の
支援や排泄・食事の介護など

居宅介護

1,001 1,158 1,230
1,312 1,364 1,420

生活介護

1,455

1,784

1,950
2,091

2,241
2,326

就労移行支援

（一般型）

117 129 151 195
317

436

就労継続支援

B型

498 648 701 746 807 898

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

障害者福祉サービスの利用
居宅介護実利用人数 重度訪問介護 利用人 行動援護  利用人 

同行援護実利用人数 療養介護  利用人 生活介護実利用人数
短期入所実利用人数 共同生活介護実利用人数 施設入所支援実利用人数
共同生活援助実利用人数 宿泊型自立訓練 利用人 自立訓練（機能訓練） 利用人 
自立訓練（生活訓練） 利用人 就労移行支援（一般型）実利用人数 就労移行支援（養成型）実利用人数

オレンジ系
介護給付

ブルー系
就労訓練
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２．障害者福祉⑥

重度障害者の増加

身体障害者手帳の１・２級や療育手帳の障害程度Ａなどの重度の障害者は、今後も増加
することが見込まれており、医療費やサービス給付費などの増加も見込まれる。

出典：川崎市健康福祉年報、健康福祉局調べ平成25年10月から 精神障害者手帳１級も対象に拡充

16,189 
16,606 

16,973 
17,280 

17,620 
18,260 

2,360 

2,632 2,581 2,607 
2,666 

2,687 

2,100

2,200

2,300

2,400

2,500

2,600

2,700

2,800

15,000

15,500

16,000

16,500

17,000

17,500

18,000

18,500
（百万円）（人） 重度障害者医療費助成制度の推移
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２．障害者福祉⑦

高齢化する障害者

障害を持つ６５歳以上の高齢者は年々増加傾向にあり、介護をしていた親や兄弟が亡く
なった際や介護者の負担軽減に向けた取組を進めていく必要がある。

出典：健康福祉局調べ

19,125 

20,049 
20,631 

21,609 

22,515 

178 186 196 197 224 

769 
905 985 1,069 1,158 

0

500

1,000

1,500

2,000

17,000

18,000

19,000

20,000

21,000

22,000

23,000

平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度

（人）
（人）

６５歳以上の障害者の推移

身体 知的 精神

精神障害者は５年間で１．５倍
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２．障害者福祉 要点

障害児・者は、今後も増加傾向にあり、自立に向けた就労支援や自宅で暮らす生

活支援の仕組みづくりが求められている。

障害者の働く意欲を実現できる「障害者の雇用・就労の促進」に向けた取組を推

進する必要がある。

特別支援学校の卒業生は、今後も増加傾向にあり、一般就労や就労支援を受け

る障害者は増えているが、さらなる就労に向けた支援を推進していく必要があ

る。

就労する障害者が増える一方、障害福祉サービス利用対象枠の拡大により利

用者も増加しており、多様な日中活動の支援が求められる。

今後も、何らかの支援を必要とする障害者は増加傾向にあり、医療費やサービス

給付費の増加が見込まれる。

障害者の高齢化も進行しており、介護者する者が亡くなったり、障害の重度化に

伴う介護者の負担などへの対応が求められる。
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３．保健・医療①

主体的な健康づくりと生活習慣の改善

死亡原因として多い「がん」や「心疾患」、「脳血管疾患」については、生活習慣病の予防や
生涯を通じた主体的な健康づくりなど市民自らが実践していく仕組みづくりが必要となる。

出典：川崎市健康福祉年報

“がん”の死亡者数は
この１０年で約１．３倍

2,355 2,454 2,393 2,536 2,672 
2,725 2,748 2,781 2,887 2,884 2,999 3,010 

1,033 1,011 1,022 1,113 
1,223 

1,184 
1,298 1,319 1,306 1,412 1,509 1,385 

899 921 1,033 897 969 931 895 933 921 919 940 929 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

（人）

三大死因における死亡者数の推移

悪性新生物（がん） 心疾患 脳血管疾患
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３．保健・医療②

生活習慣病の予防対策

がん・心疾患・脳血管疾患などの生活習慣病の改善に向け、日頃からの主体的な健康づく
りを進める必要がある。

出典：厚生労働省ＨＰ
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３．保健・医療③

がん検診の受診率の推移

死因として最も多い「がん」の早期発見に向け、検診受診率をさらに向上させる必要がある。

出典：川崎市健康福祉年報、健康福祉局調べ

20.9 
（肺がん）

21.1
（大腸がん）

9.4 
（胃がん）

21.6 （子宮がん）

19.1
（乳がん）
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（％）

がん検診の受診率の推移
肺がん 大腸がん 胃がん 子宮がん 乳がん
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３．保健・医療④

医療給付費と被保険者数の推移

国民健康保険給付費や後期高齢者者医療給付費は増加傾向にあり、今後、高齢者の増
加に伴い、さらに医療給付費が増加していくことが見込まれる。

出典：健康福祉局調べ※平成２０年度の後期高齢者医療給付費は、制度開始年度のため１１か月分となっています。
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（千人）（億円）

医療給付費と被保険者数の推移
 保 療給付費 後期高 者 療

給付費
国保被保険者数 後期高齢医療

被保険者数

※医療給付費は、患者負担額を含む、医療費（１０割分）です。

-31-



３．保健・医療⑤

延びる平均寿命と健康寿命の延伸に向けて

本市の平均寿命はこの１０年に男性2.96歳、女性で2.95歳延伸しており、ともに国平均を上
回る。一方、平均寿命と健康寿命との差は男・女とも国の平均より大きい。

79.55 

86.30 

70.42 

73.62 

81.27 

89.12 

69.29 

73.06 

60.00 70.00 80.00 90.00

男性
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（歳）
平均寿命と健康寿命（平成２２年）
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86.44 
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平均寿命の推移
男性（国） 男性（川崎市） 女性（国） 女性（川崎市）

男性 ２．９６歳

女性 ２．９５歳

９．１３歳の差

１１．９８歳の差

１２．６８歳の差

１６．０６歳の差

平均寿命（国）

健康寿命（国）

平均寿命（国）

健康寿命（国）

平均寿命（市）

平均寿命（市）

健康寿命（市）

健康寿命（市）

出典：生命表（厚生労働省）、川崎市統計書
※ 健康寿命（市）は「健康寿命の指標に関する研究（厚生労働省科学研究費分担研究報告書）で平成２２年の政令市比較が公表
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３．保健・医療⑥

救急搬送に占める高齢者の割合

救急搬送される患者のうち、６５歳以上の高齢者は約５割を占めており、今後、高齢者が
増加するなか、救急搬送のより一層の円滑化を進める必要がある。

救急医療の円滑な流れ
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出典：川崎市消防年報、川崎市地域医療計画
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３．保健・医療⑦

周産期医療

総合周産期母子医療センター設置・NICU増設などにより死産・死亡率は低下しているが、
引き続き周産期医療の強化が必要である。

出典：厚生労働省「人口動態調査」（各年）、川崎市庶務課「人口動態調査」より作成
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３．保健・医療⑧

医療の提供体制

本市の医療施設は、平成24年10月現在で一般病院３７施設９，３９１床となっており、救急
病院は２４施設となっている。医療提供は、患者のニーズに応じ、一次（診療所等）、二次
（病院・救急病院）、三次（救急救命センター等）の医療機関として機能が分化されている。

出典：川崎大都市比較年表表（平成２４年）
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３．保健・医療⑨

看護師等の確保

県内の看護職員数は増加を続けているが、今後、高齢化の進展で医療需要の増大が見
込まれるなか、看護師の確保対策・定着支援を進める必要がある。

出典：神奈川県医療のグランドデザイン平成24年5月

平成22年 平成27年 平成32年

全国 1,395,571 1,531,463 1,693,423

神奈川 66,676 70,447 77,897

区　　分

看護職員数

看護職員数の推計について
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３．保健・医療 要点

死亡要因として多い「がん」「心疾患」「脳血管疾患」の予防に向け、生活習慣の

改善を促進する必要がある。

死亡要因として最も多い「がん」の早期発見のため、検診受診率の向上への取

組の推進が必要である。

国民健康保険や後期高齢者医療の給付費は増加傾向にあり、今後、高齢者の

増加に伴い給付費の増加が見込まれている。

健康寿命の延伸に向け、生涯を通じた主体的な健康づくりを市民みんなで実践し

ていく仕組みづくりが求められる。

迅速に救急病院に搬送され、円滑に後方病院に転院又は地域に戻ることを重

視した救急医療体制の強化が求められる。

死産・死亡率の低下に向け、引き続き、周産期医療の強化が必要である。

高齢化の進展に伴い医療需要の増加が見込まれるなか、看護師の確保対策や

定着支援を進める必要がある。
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４．生活保護・生活困窮者支援①

生活保護受給世帯と保護費の推移

雇用環境の変化から生活保護受給者が増加しており、特に、高齢化の進展に伴い「高齢
者世帯」が大きく増加していることから、その対応が必要となる。

出典：川崎市健康福祉年報、健康福祉局調べ
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高齢者世帯は１１年間で約１．７倍に増加

生活保護費は
約５年間で１．２倍
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４．生活保護・生活困窮者支援②

生活保護費と医療扶助費の推移

生活保護受給者の増加に伴い生活保護費が増加している。生活保護受給者に占める医
療が必要な者の割合は７割を超えており、生活保護費の４割を占めている。今後、高齢化
の進展等に伴い、医療扶助の増加が見込まれることから、その対策が必要となる。

資料：健康福祉局調べ
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４．生活保護・生活困窮者支援③

中学生への学習支援～貧困の連鎖対策～

生活保護受給世帯の子どもの全日制高校への進学率は低い傾向にあることから、貧困の
連鎖を止める対策を進めている。

資料：健康福祉局調べ

麻生区（Ｈ２５．１０～）

多摩区（Ｈ２６．１０～） 検討中

宮前区（Ｈ２５．１０～）

高津区（Ｈ２５．７～）

中原区（Ｈ２６．６～）

幸区（Ｈ２５．４～）

川崎区（Ｈ２４．１０～）
【２か所】

実績
平成２４年度 中学３年生３１名参加で全員が高校進学
平成２５年度 中学３年生８０名参加で全員が高校進学
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４．生活保護・生活困窮者支援④

生活困窮者支援

失業等を理由とする生活困窮者は増加傾向にあり、平成25年12月に「生活困窮者自立支
援法」が成立し、平成27年4月から施行される。生活保護に至ることを未然に防ぎ、自立し
た生活を営める支援を行う第二のセーフティネットの構築が求められている。

資料：健康福祉局調べ
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４．生活保護・生活困窮者支援 要点

雇用環境の変化から、生活保護受給者は増加傾向にあり、世帯の状況に応じ

た自立支援に向けた対策が重要である。

生活保護受給者の増加に伴い、生活保護費が上昇しており、今後、高齢化の

進展に伴い、医療扶助等の増加への対応が必要となる。

生活保護世帯の貧困の連鎖を止める対策を進めることが重要となる。

生活困窮者は増えており、生活保護に至ることを未然に防ぎ、自立した生活

を営む支援に向けた「第二のセーフティネット」の構築を進めていく必要がある。
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５．地域福祉①

若い世代との交流への参加意向と交流のための必要条件

高齢者の若い世代との交流への参加意向は、約６割が“参加したい”との意向であり、、交
流を促進するためには、「交流の機会の設定」が必要と考える人が最も多くなっている。

出典：平成２５年度高齢者の地域社会への参加に関する意識調査（内閣府）
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５．地域福祉②

保健や福祉に関する情報の入手先

保健や福祉に関する情報の入手先は「市の広報」が最も多くなっている。また、入手先とし
て、「インターネットのホームページ」は若い世代で多く、「新聞・テレビ」や「町内会・自治会
の回覧板」は世代が進むにつれて増えていく傾向が見られる。

出典：川崎市地域福祉実態調査
（平成２５年）
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５．地域福祉③

地域福祉のために市民が取り組むべきこと

今後、地域福祉を進めていくため必要な市民の取り組みとして、「住民同士の助け合いの
意識を向上させること」が最も多く４３．７％となっている。
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（平成２５年）
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５．地域福祉 要点

高齢化の進展、住民意識の変化による繋がりが希薄化する中で、地域福祉活

動の担い手が不足し、地域における支え合いの機能が低下している。

地域における見守りネットワークを充実し、孤立死等の恐れのある世帯を行

政の適切な支援に繋げる必要がある。

地域福祉の重要な担い手である、民生委員児童委員の活動しやすい環境づく

りや、取組について広く市民に周知する必要がある。

「災害時要援護者避難支援制度」の充実に取り組み、災害時に自力で避難す

ることが困難な方の、地域において共助による避難支援体制を構築する必要

がある。

高齢者・障害者などの施策と横断的に連携し、川崎らしい都市型の「地域包

括ケアシステム」の構築に向けて、町内会・自治会、民生委員児童委員、ボ

ランティア等福祉関係団体等、多様な主体が連携した協働の地域づくりに向

けて取組を進める必要がある。
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６．予算の推移①

本市の予算に占める健康福祉費等の割合と推移

本市の一般会計に占める健康福祉費の割合は、平成26年度予算で約２１％となっており、
年々増加している。超高齢社会に向けて、今後、高齢化が急速に進むことが見込まれてお
り、国・自治体における保健・医療・福祉に関する社会システムの転換が求められている。

資料：健康福祉局調べ
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（百万円） 一般会計予算の推移
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６．予算の推移②

健康福祉費の推移

平成26年度予算の健康福祉費の内訳では、最も大きい生活保護費が約４６％、次いで、
障害福祉費が約２３％、老人福祉費が約１３％となっている。特に、生活保護費と障害福祉
費については、増加傾向が大きくなっており、対応を検討する必要がある。

資料：健康福祉局調べ
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健康福祉費（Ｈ26一般会計）の予算内訳
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６．予算の推移③

健康福祉費（一般財源）の推移

平成26年度予算を一般財源ベースでみると、健康福祉費が約６０３億、こども費が約４６３
億円となっている。特に、一般財源ベースでも、平成２０年度と比較し、生活保護費は３７％
増と障害福祉費は２９％増となっており、対応を検討する必要がある。

資料：健康福祉局調べ
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６．予算の推移④

健康福祉局（特別会計）の推移

健康福祉局の予算は、一般会計の他、川崎市が運営主体（保険者）として社会保険方式

で運営する国民健康保険事業や介護保険事業、他自治体と広域連合を設置し運営を行う
後期高齢者医療事業を特別会計として予算を計上している。

資料：健康福祉局調べ
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健康福祉局（特別会計）の予算の推移
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公害健康被害補償事業 介護老人保健施設事業 介護保 事業
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６．予算の推移 要点

本市の一般会計に占める健康福祉費（保健・医療・福祉）の割合は、年々増加し

ており、超高齢社会に向けて、高齢化が急速に進むことを踏まえた、国・自治

体における保健・医療・福祉に関する社会システムの転換が必要となる。

健康福祉費（Ｈ２６予算）のうち、最も大きい「生活保護費」は約４６％、

次いで「障害福祉費」が約２３％となっており、今後も、高齢者・障害者の増

加や社会経済環境の状況に応じた対応を検討していくことが求められる。

平成26年度予算を一般財源ベースでみると、健康福祉費は約６０３億となっ

ており、高齢化の進行などから、今後も増加が見込まれるため、地域経営の

視点に立った少子高齢社会に適切に対応する事業として検討を進めていく必要が

ある。

国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療は、高齢化の進行から、今後も増

加が見込まれている。本市でも、健康寿命の延伸への取組を進めるとともに、超

高齢者社会に適切に対応する事業の検討を進めていく必要がある。
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